
減災目標を達成するための各機関の取組状況について

4）その他

資料－3‐4



【機密性２】大規模災害時の救援・救助活動等支援のための拠点等配置計画（案）の検討

・大規模災害が発生した場合、全国から救助部隊や食糧、生活必需品などの救援物資が集まり速やかに受け入れることが、迅速な救援活
動や被害の拡大防止につながる。
・このため、大規模災害時に、必要となる救助部隊の集結場所や救援物資の集配場所となる拠点等配置計画（案）を検討。

具体的機能 機能の概要

対策本部機能 被災地の情報収集・集約、関係各機関との連絡調整、応急復旧活動の指揮、支援等を行うことができる本部機能

活動拠点機能 広域支援部隊（警察、消防、自衛隊等）や救護班等の一時終結機能及び終結した後に派遣先を調整・決定・連絡等を行うことができるベースキャンプ機能

備蓄機能 被災地域外からの救援物資は輸送されるまでの間の要員用又は被災者用の水、食糧、医薬品、応急復旧用資機材等の備蓄機能

物流拠点機能 被災地域外から被災地域内への救援物資の中継輸送、集積、荷さばき、分配等を行う機能

避難支援機能 避難施設として避難者の収容を行うほか、地域に設置される小規模な避難所の支援を行う機能

空輸・水上輸送拠点機能 ヘリポート等による物資空輸拠点機能、港湾・河川等を用いた水上輸送の拠点機能

●広域防災拠点施設に必要とされる機能

上記の機能と合わせ、以下の観点より広域防災拠点候補施設を抽出した。

①避難者の避難生活との干渉を防ぐため、避難所に指定されていない施設
②緊急輸送路から搬入・搬出可能な（出入口が緊急輸送路沿いにある）施設
③河川からの距離が10km以内にする施設

●抽出した広域防災拠点候補施設
施設名 所在地 左右岸 総面積（m2） 屋内 屋外

東京学館新潟高等学校 新潟市中央区 左岸 39,379

新潟アサヒアレックスアイスアリーナ 新潟市中央区 左岸 77,400

新潟市産業振興センター駐車場 新潟市中央区 左岸 11,330

新津東部運動広場 新潟市秋葉区 左岸 49,180 49,180

道の駅花夢里にいつ 新潟市秋葉区 左岸 19,295 4,535 14,760

よこごし公園 新潟市江南区 左岸 49,274

新潟ＰＡ上り、下り 新潟市江南区 左岸 30,410 355 30,055

五泉ＰＡ上り、下り 五泉市 左岸 9,050 725 8,325

阿賀野川ＳＡ上り、下り 阿賀町 左岸 31,250 2,130 29,120

豊栄ＳＡ上り、下り 新潟市北区 右岸 47,484 47484

太夫浜運動公園 新潟市北区 右岸 99,366

道の駅豊栄 新潟市北区 右岸 24,888 2,248 22,640

新潟県立阿賀野高等学校 阿賀野市 右岸 9,113 9,113

道の駅みかわ 阿賀町 右岸 5,527 379 5,148

道の駅阿賀の里 阿賀町 右岸 79,312 5,233 74,079 1



【機密性２】排水対策計画（Ｌ１ブロック）
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【機密性２】排水対策計画（Ｒ１ブロック）
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。
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潟
県
　
関
川
村

上
関
（
左
岸
）

（
新
潟
県
関
川
村
）
左
岸
：
関
川
村
下
川
口
～
村
上
市
境
界

右
岸
：
関
川
村
湯
沢
～
村
上
市
境
界

H
2
9
.5
.2
2

新
潟
県
　
村
上
市
、
胎
内
市

葛
籠
山
（
右
岸
）

（
新
潟
県
村
上
市
）
左
岸
：
村
上
市
貝
附
～
海

右
岸
：
村
上
市
小
岩
内
～
海

H
2
9
.5
.2
2

新
潟
県
　
新
潟
市
中
央
区
、
東
区
、

江
南
区
、
秋
葉
区

満
願
寺
（
左
岸
）

（
新
潟
市
秋
葉
区
）
左
岸
：
新
潟
市
秋
葉
区
下
新
～
新
潟
市
東
区
松
浜

H
2
9
.5
.1

新
潟
県
　
新
潟
市
江
南
区
、
北
区
、

阿
賀
野
市

満
願
寺
（
右
岸
）

（
新
潟
市
秋
葉
区
）
右
岸
：
阿
賀
野
市
千
唐
仁
～
新
潟
市
北
区
松
浜

H
2
9
.5
.1

新
潟
県
　
新
潟
市
江
南
区
、
北
区
、

阿
賀
野
市
、
五
泉
市

馬
下

（
新
潟
県
五
泉
市
）
左
岸
：
五
泉
市
馬
下
～
新
潟
市
秋
葉
区
下
新

右
岸
：
阿
賀
野
市
小
松
～
阿
賀
野
市
千
唐
仁

H
2
9
.5
.1

新
潟
県
　
燕
市
、
加
茂
市
、
新
潟
市

南
区

尾
崎

（
新
潟
県
三
条
市
）
左
岸
：
燕
市
大
川
津
～
加
茂
市
五
反
田

右
岸
：
長
岡
市
中
条
新
田
～
加
茂
市
下
仲
組

H
2
9
.5
.1

新
潟
県
　
加
茂
市
、
田
上
町
、
新
潟

市
南
区
、
秋
葉
区

保
明
新
田

（
新
潟
県
田
上
町
）
左
岸
：
加
茂
市
五
反
田
～
新
潟
市
南
区
西
酒
屋

右
岸
：
田
上
町
保
明
新
田
～
新
潟
市
江
南
区
覚
路
津

H
2
9
.5
.1

新
潟
県
　
新
潟
市
南
区
、
江
南
区
、

西
蒲
区
、
西
区
、
中
央
区
、
東
区

信
濃
川
（
下
流
）
、

関
屋
分
水
路

帝
石
橋

（
新
潟
市
西
区
）

関
屋
分
水
路
　
左
岸
：
信
濃
川
か
ら
の
分
派
点
～
海

右
岸
：
信
濃
川
か
ら
の
分
派
点
～
海

信
濃
川
（
下
流
）
左
岸
：
新
潟
市
南
区
西
酒
屋
～
海

右
岸
：
新
潟
市
江
南
区
酒
屋
～
海

H
2
9
.5
.1

新
潟
県
　
新
潟
市
南
区
、
西
区
、
西

蒲
区
、
燕
市
、
見
附
市
、
長
岡
市
、

弥
彦
村

信
濃
川
（
中
流
）

大
河
津
分
水
路

大
河
津

（
新
潟
県
燕
市
）

左
岸
：
長
岡
市
与
板
町
本
与
板
～
長
岡
市
寺
泊
野
積

右
岸
：
長
岡
市
並
木
新
田
～
長
岡
市
寺
泊
野
積

H
2
9
.5
.1

新
潟
県
　
見
附
市
、
長
岡
市
、
弥
彦

村
信
濃
川
（
中
流
）

長
岡

（
新
潟
県
長
岡
市
）
左
岸
：
長
岡
市
浦
～
長
岡
市
与
板
町
本
与
板

右
岸
：
長
岡
市
浦
～
長
岡
市
並
木
新
田

H
2
9
.5
.1

新
潟
県
　
見
附
市
、
長
岡
市
、
弥
彦

村
、
小
千
谷
市

信
濃
川
（
中
流
）

小
千
谷

（
新
潟
県
小
千
谷
市
）
左
岸
：
長
岡
市
西
川
口
～
長
岡
市
浦

右
岸
：
長
岡
市
西
川
口
～
長
岡
市
浦

H
2
9
.5
.1

新
潟
県
　
長
岡
市
、
小
千
谷
市
、
十

日
町
市

信
濃
川
（
中
流
）

十
日
町

（
新
潟
県
十
日
町
市
）
左
岸
：
十
日
町
市
宮
中
堰
堤
～
長
岡
市
西
川
口

右
岸
：
十
日
町
市
宮
中
堰
堤
～
長
岡
市
西
川
口

H
2
9
.5
.1

新
潟
県
　
長
岡
市
、
魚
沼
市
、
南
魚

沼
市

堀
之
内

（
新
潟
県
魚
沼
市
）
左
岸
：
魚
沼
市
四
日
町
～
長
岡
市
西
川
口

右
岸
：
魚
沼
市
四
日
町
～
長
岡
市
西
川
口

H
2
9
.5
.1

新
潟
県
　
魚
沼
市
、
南
魚
沼
市

小
出

（
新
潟
県
魚
沼
市
）
左
岸
：
南
魚
沼
市
五
箇
～
魚
沼
市
四
日
町

右
岸
：
魚
沼
市
岡
新
田
～
魚
沼
市
四
日
町

H
2
9
.5
.1

新
潟
県
　
魚
沼
市
、
南
魚
沼
市

六
日
町

（
新
潟
県
南
魚
沼
市
）
左
岸
：
南
魚
沼
市
五
日
町
～
南
魚
沼
市
五
箇

右
岸
：
南
魚
沼
市
麓
～
魚
沼
市
岡
新
田

H
2
9
.5
.1

新
潟
県
　
上
越
市

※
た
だ
し
、
「
氾
濫
が
発
生
し
た
情
報
」
の
み

関
川

関
川

高
田

（
新
潟
県
上
越
市
）
左
岸
：
上
越
市
島
田
～
河
口

右
岸
：
上
越
市
新
長
者
原
～
河
口

H
3
0
.5
.1

新
潟
県
　
糸
魚
川
市

姫
川

姫
川

山
本

（
新
潟
県
　
糸
魚
川
市
）
左
岸
：
糸
魚
川
市
須
沢
～
糸
魚
川
市
山
本

右
岸
：
糸
魚
川
市
寺
島
～
糸
魚
川
市
根
小
屋

H
2
9
.5
.2
2

信
濃
川

信
濃
川

魚
野
川

荒
川

荒
川

阿
賀
野
川

阿
賀
野
川

信
濃
川

信
濃
川
（
下
流
）
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緊急速報メールを活用した
洪水情報のプッシュ型配信

国土交通省 北陸地方整備局

平成30年4月

（参考資料）

9



緊急速報メールを活用した洪水情報のプッシュ型配信

1

～平成３０年５月１日より新潟県内の５水系１８市町村で洪水情報を配信します～

洪水情報のプッシュ型配信イメージ

国土交通省では、「水防災意識社会 再構築ビジョン」のもと、洪水時に住民の主体的な避難を促進

するため、平成２８年９月から、国が管理する２河川（鬼怒川、肱川）の沿川市町村（茨城県常総市、愛
媛県大洲市）において緊急速報メールを活用した洪水情報※１のプッシュ型配信※２に取り組んでいます。

北陸地方整備局では、平成３０年５月１日より新潟県内の国管理河川５水系１８市町村に配信します。

※今回のメール配信は、国土交通省が発信元となり、携帯電話事業者が提供する「緊急速報メール」の
サービスを活用して洪水情報を携帯電話ユーザーへ周知するものであり、洪水時に住民の主体的な

避難を促進する取組みとして国土交通省が実施するものです。

※１ 「洪水情報」とは、洪水予報指定河川の氾濫危険情報（レベル４）及び氾濫発生情報（レベル５）の発表を契機として、
住民の主体的な避難を促進するために配信する情報です。

※２ 「プッシュ型配信」とは、受信者側が要求しなくても発信者側から情報が配信される仕組みです。
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配信内容①

１ エリア拡大開始日
平成３０年５月１日（火）

２ 配信対象
国が管理する新潟県内の５水系１８市町村（詳細は、別表による）

３ 配信対象者
配信対象エリア内の携帯電話（NTTドコモ、KDDI・沖縄セルラー、ソフトバンク（ワイモバイル含む））

のユーザーを対象

４ 配信情報
対象河川において、「河川氾濫のおそれがある（氾濫危険水位を超えた）情報」及び

「河川氾濫が発生した情報」を配信

2

段階 配信情報 配信契機

① 河川氾濫のおそれがある情報
対象河川の基準観測所の水位が氾濫危険水位に到達し、氾濫
危険情報が発表された時

②-Ⅰ
氾濫が発生した情報
（※河川の水が堤防を越えて流れ
出ている情報）

対象河川の基準観測所の受持区間で河川の水が堤防を越えて
流れ出る事象が発生し、氾濫発生情報が発表された時

②-Ⅱ
氾濫が発生した情報
(※堤防が壊れ河川の水が大量に
溢れ出している情報)

対象河川の基準観測所の受持区間で堤防が壊れ、河川の水が
大量に溢れ出る事象が発生し、氾濫発生情報が発表された時
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配信内容②

3

５ 配信文案
対象河川において、「河川氾濫のおそれがある（氾濫危険水位を超えた）情報」及び
「河川氾濫が発生した情報」を緊急速報メールを活用して配信されます。

○配信文案例

【見本】
（件名）
河川氾濫のおそれ

（本文）
○○川の○○（○○市○○）付近
で水位が上昇し、避難勧告等の目
安となる「氾濫危険水位」に到達
しました。堤防が壊れるなどによ
り浸水のおそれがあります。
防災無線、テレビ等で自治体の情
報を確認し、各自安全確保を図る
など、適切な防災行動をとってく
ださい。
本通知は、○○地方整備局より浸
水のおそれのある市町村に配信し
ており、対象地域周辺においても
受信する場合があります。

（国土交通省）

【見本】
（件名）
河川氾濫発生

（本文）
○○川の○○市○○地先（左岸、
東側）付近で河川の水が堤防を
越えて流れ出ています。
防災無線、テレビ等で自治体の
情報を確認し、各自安全確保を
図るなど、適切な防災行動を
とってください。
本通知は、○○地方整備局より
浸水のおそれのある市町村に配
信しており、対象地域周辺にお
いても受信する場合があります。

（国土交通省）

【見本】
（件名）
河川氾濫発生

（本文）
○○川の○○市○○地先（左岸、
東側）付近で堤防が壊れ、河川
の水が大量に溢れ出しています。
防災無線、テレビ等により自治
体の情報を確認し、各自安全確
保を図るなど、適切な防災行動
をとってください。
本通知は、○○地方整備局より
浸水のおそれのある市町村に配
信しており、対象地域周辺にお
いても受信する場合があります。

（国土交通省）

②-ⅱ 河川氾濫発生
（堤防が壊れ、河川の水が大量
に溢れ出している時）

②-ⅰ 河川氾濫発生
（河川の水が堤防を越えて流れ出て
いる時）

①河川氾濫のおそれ
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